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一
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
事
前
協
議
」
が
何
を
指
す
の
か
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
政
府
は
、
関
係
府
省
の
担
当
者
を
派
遣
し
、

平
成
二
十
四
年
一
月
十
七
日
（
現
地
時
間
。
以
下
同
じ
。
）
に
ベ
ト
ナ
ム
、
同
月
十
九
日
に
ブ
ル
ネ
イ
、
同
月
二
十
四
日
に

ペ
ル
ー
、
及
び
同
月
二
十
五
日
に
チ
リ
の
各
国
政
府
の
環
太
平
洋
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
（
以
下
「
Ｔ
Ｐ
Ｐ
」
と
い
う
。
）
協

定
交
渉
担
当
者
と
の
間
で
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
交
渉
参
加
に
向
け
た
協
議
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
協
議
に
お
い
て

は
、
我
が
国
か
ら
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
交
渉
参
加
に
向
け
て
関
係
国
と
の
協
議
に
入
る
こ
と
と
し
た
旨
を
説
明
し
、
各
国
は
、
我

が
国
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
交
渉
参
加
へ
の
関
心
を
歓
迎
す
る
旨
を
そ
れ
ぞ
れ
表
明
し
た
。

二
に
つ
い
て

一
に
つ
い
て
で
述
べ
た
ベ
ト
ナ
ム
及
び
ブ
ル
ネ
イ
と
の
協
議
を
含
め
、
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
交
渉
参
加
に
向
け
た
関
係
国
と
の
協

議
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
情
報
に
つ
い
て
、
地
方
に
お
け
る
説
明
会
等
を
通
じ
、
国
民
に
対
す
る
適
切
な
情
報
提
供
や
説
明
に

し
っ
か
り
と
取
り
組
ん
で
い
く
考
え
で
あ
る
。

一



三
に
つ
い
て

Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
交
渉
参
加
に
向
け
た
関
係
国
と
の
協
議
の
具
体
的
な
進
め
方
に
つ
い
て
は
、
関
係
国
の
意
向
を
聴
取
し
、
そ

の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
含
め
鋭
意
検
討
を
行
っ
て
き
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ベ
ト
ナ
ム
、
ブ
ル
ネ
イ
、
ペ
ル
ー
及
び
チ
リ
以

外
の
関
係
国
に
つ
い
て
も
、
我
が
国
か
ら
関
係
府
省
の
担
当
者
を
派
遣
し
、
平
成
二
十
四
年
二
月
七
日
並
び
に
二
十
一
日
及

び
二
十
二
日
に
米
国
、
同
月
九
日
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
同
月
十
日
に
マ
レ
ー
シ
ア
、
同
月
二
十
一
日
に
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
並

び
に
同
月
二
十
三
日
に
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
の
各
国
政
府
の
Ｔ
Ｐ
Ｐ
協
定
交
渉
担
当
者
と
の
間
で
、
協
議
を
行
う
予
定
で
あ

る
。

四
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
は
、
関
係
国
と
の
協
議
を
通
じ
、
各
国
が
我
が
国
に
求
め
る
も
の
に
つ
い
て
更
な
る
情
報
収
集
に
努
め
、
十

分
な
国
民
的
議
論
を
経
た
上
で
、
国
益
の
視
点
に
立
っ
て
、
適
切
な
タ
イ
ミ
ン
グ
で
Ｔ
Ｐ
Ｐ
に
つ
い
て
の
結
論
を
得
て
い
く

こ
と
と
し
て
い
る
。

二


